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近江八幡町の尾張藩領編入に関する新史料について

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

近
江
八
幡
町
の
尾
張
藩
領
編
入
に
関
す
る
新
史
料
に
つ
い
て

大　
　

塚　
　

英　
　

二

は
じ
め
に

　

尾
張
藩
へ
の
調
達
金
拠
出
の
過
酷
さ
を
議
論
の
柱
と
し
て
、
近
江
八
幡
町
の
同
藩
領
編
入
の
問
題
点
は
関
係
す
る
自
治
体
史
の
中
で
検
討

さ
れ
て
き
）
1
（

た
。
近
年
で
は
山
中
雅
子
氏
の
研
）
2
（

究
が
そ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
が
、
基
本
的
な
評
価
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
尾
張
藩
財
政

補
填
の
た
め
近
江
八
幡
商
人
の
財
力
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
幕
府
の
意
向
と
し
て
従
来
の
尾
張
藩
領
地
と
近
江
八
幡
町
が
替
地

さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
支
配
の
も
と
で
同
藩
に
対
し
て
百
万
両
に
も
及
ぶ
債
権
を
八
幡
側
が
抱
え
た
こ
と
、
八
幡
側
は
も
と
も
と
尾
張
藩
の
支

配
に
は
反
対
で
あ
り
、
支
配
中
も
反
発
を
強
め
つ
つ
、
幕
領
回
帰
を
求
め
て
い
た
こ
と
、
結
局
尾
張
藩
の
支
配
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四

二
）
か
ら
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
の
一
三
年
間
足
ら
ず
で
終
了
し
た
も
の
の
、
債
務
は
不
履
行
の
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
、
等
々
で
あ

る
。

　

以
上
の
理
解
は
、
尾
張
藩
財
政
再
建
の
た
め
に
近
江
八
幡
町
が
い
か
に
利
用
さ
れ
、
屈
従
さ
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
視
点
に
貫
か
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
近
江
八
幡
側
で
は
今
も
語
り
継
が
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
一
面
の
実
態
＝
真
実
を
提
示
し
て
い
る
が
、
も

う
一
面
で
八
幡
側
に
一
切
の
主
体
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
実
は
、
こ
の
点
で
、
当
の
山
中
氏
が

八
幡
町
の
尾
張
藩
領
編
入
に
際
し
て
、
天
保
十
二
年
に
発
せ
ら
れ
た
株
仲
間
解
散
令
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
非
常
に
重
要
で

あ
る
。
た
だ
、
氏
の
場
合
、
尾
張
藩
支
配
の
中
で
近
江
八
幡
町
に
は
株
仲
間
解
散
令
が
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
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の
み
で
、
尾
張
藩
の
経
済
政
策
と
八
幡
町
商
人
側
の
利
害
の
一
致
が
そ
こ
に
見
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
）
3
（

る
。
す
な
わ

ち
、
八
幡
側
も
商
売
を
し
て
い
く
う
え
で
尾
張
藩
の
よ
う
な
地
域
的
に
株
仲
間
を
存
続
さ
せ
業
種
ご
と
の
営
業
を
司
ら
せ
る
こ
と
に
魅
力
を

感
じ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
従
来
の
理
解
は
大
き
く
改
変
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
山
中
氏
は
そ
こ
ま
で

踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
以
上
の
証
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
尾
張
藩
領
下
で
の
あ
る
状
況
と
、
ま
さ
に
状
況
証
拠

だ
け
で
は
、
尾
張
藩
編
入
ま
で
の
八
幡
側
の
主
体
的
な
動
き
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
幸
運
に
も
我
々
は
い
ま
新
た
な
史
料
を
手
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
尾
張
国
津
島
町
村
の
惣
年
寄
兼
名
主
を
勤
め
た
渡
邉
新

兵
衛
（
通
名
）
家
に
残
さ
れ
た
文
書
）
4
（

群
の
中
に
、
近
江
八
幡
側
が
朽
木
氏
知
行
の
の
ち
尾
張
藩
の
領
有
下
に
積
極
的
に
入
り
、
そ
の
も
と
で

商
業
を
よ
り
一
層
進
展
さ
せ
る
積
り
で
い
た
こ
と
を
示
す
上
申
書
等
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
渡
邉
家
は
藩
主
と
の
目
見
の
格
式
を
有
す

る
地
方
御
用
達
の
一
員
で
あ
り
、
藩
財
政
に
も
大
き
く
関
与
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
家
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
上
申
書
の

写
し
を
遺
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
山
中
氏
が
詰
め
ら
れ
な
か
っ
た
一
点
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
以
下
、
当
該
史
料
の
全
文
を
掲
げ
、
内
容
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
る
こ
と
で
、
近
江
八
幡
町
と
尾
張
藩
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来

の
理
解
を
超
え
た
、
よ
り
客
観
的
で
、
相
互
連
関
性
の
あ
る
解
釈
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
、
八
幡
町
の
財
力
を
尾
張
方
が
い
か
に
活
用
し
よ

う
と
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
提
示
し
た
い
。

　

な
お
、
本
史
料
は
愛
知
県
史
編
さ
ん
事
業
で
確
認
さ
れ
た
も
の
で
、
一
部
は
県
史
資
料
編
に
掲
載
予
定
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。

一　

関
連
史
料
の
紹
介
1
─
八
幡
商
人
の
領
地
替
え
に
対
す
る
意
識
─

　

関
連
史
料
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
正
月
か
ら
書
き
と
め
ら
れ
た
「
諸
願
達
）
5
（

留
」
の
中
に
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
同
年
の
津
島
村
か

ら
代
官
所
に
宛
て
た
願
書
や
届
け
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
の
年
紀
の
入
っ
た
史
料

が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
一
四
年
も
前
の
も
の
が
な
ぜ
入
れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
留
書
の
主
で
あ
る
渡
邉
又
蔵
が
当
該
史
料
の
直
前
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に
次
の
よ
う
な
一
文
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。

　
　
　
　
　

覚

　
　

江
州
八
幡
町

　
　

一
御
高
五
百
五
拾
八
石
三
斗
五
合

　
　
　
　

家
数
弐
千
六
百
軒
余

　
　
　
　

右
之
内
福
祐
之
者

　
　
　
　
　

百
弐
拾
軒
余

　
　

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

子（
天
保
十
一
）

十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
又
蔵

要
す
る
に
、
渡
邉
又
蔵
は
近
江
八
幡
町
に
関
す
る
調
査
資
料
を
尾
張
藩
勘
定
方
に
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
近
江
八
幡
町
の
幕
領

か
ら
尾
張
藩
領
へ
の
転
入
が
内
示
さ
れ
た
天
保
十
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
か
つ
て
一
四
年
前
に
何
ら
か
の
形
で
集
め

ら
れ
た
史
料
が
添
付
さ
れ
る
形
で
提
出
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
そ
の
付
随
し
た
史
料
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
史
料
1
〜
4
は
連
続
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
。

〈
史
料
1
〉

　
　
　
　
　

江
州
八
幡
福（
マ
マ
）福
之
者
名
前
書
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
心
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
便
宜
上
、
金
員
と
人
名
は
二
段
に
組
む
…
筆
者
注
）

　
　
　

八
千
両　
　
　
　
　
　

鉄
屋
與
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

枡
屋
惣
兵
衛

　
　
　

拾
万
両　
　
　
　
　
　

松
前
屋
小
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

松
前
屋
長
兵
衛

　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

塩
屋
惣
十
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

松
前
屋
弥
三
左
衛
門
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千
弐
百
両　
　
　
　
　

枡
屋
次
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

紣
屋
三
左
衛
門

　
　
　

千
弐
百
両　
　
　
　
　

同　

三
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
杉
町

　
　
　

弐
万
両　
　
　
　
　
　

山
形
屋
甚
五
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
千
両　
　
　
　
　
　

嶋
屋
権
兵
衛

　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

鉄
屋
増
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

飴
屋
安
兵
衛

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

絹
屋
太
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

魚
屋
町

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

岡
田
九
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
万
両　
　
　
　
　
　

井
狩
伏
七

　
　
　

拾
五
万
両　
　
　
　
　

同　

四
郎
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
万
両　
　
　
　
　
　

鉄
屋
喜
左
衛
門

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

井
筒
屋
清
吉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

荒
物
屋
作
助

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

質
屋
太
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
町

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

唐
田
孫
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

貝
野
屋
次
郎
左
衛
門

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

嶋
田
屋
久
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

木
下
屋
與
三
兵
衛

　
　
　

四
千
両　
　
　
　
　
　

塩
屋
三
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
千
両　
　
　
　
　
　

備
後
屋
才
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
原
町

　
　
　

壱
万
五
千
両　
　
　
　

仙
台
屋
次
郎
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
万
三
千
両　
　
　
　

麻
屋
喜
兵
衛

　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

山
中
屋
新
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

鵜
川
與
次
兵
衛

　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

灰
屋
半
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
万
両　
　
　
　
　

同　

き
せ

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

鵜
川
屋
久
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
万
両　
　
　
　
　
　

寺
村
屋
市
左
衛
門
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千
五
百
両　
　
　
　
　

鍵
屋
利
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

糀
屋
作
兵
衛

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

同　

九
郎
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
万
五
千
両　
　
　
　

麻
屋
長
左
衛
門

　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

最
上
屋
次
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
屋
町

　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

灰
屋
甚
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
千
両　
　
　
　
　
　

中
井
屋
長
四
郎

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

山
形
屋
與
吉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
万
五
千
両　
　
　
　

松
前
屋
市
左
衛
門

　
　
　

四
千
両　
　
　
　
　
　

大
文
字
屋
彦
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

塩
屋
金
太
郎

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

井
白
清
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
万
五
千
両　
　
　
　

同　

清
五
郎

　
　
　

拾
万
両　
　
　
　
　
　

加
茂
屋
與
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

松
前
屋
傳
左
衛
門

　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

た
は
こ
屋
甚
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

蚊
帳
屋
佐
兵
衛

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

紣
屋
傳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
町

　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

最
上
屋
権
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

伊
庭
屋
源
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
町

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

紣
屋
又
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
三
百
両　
　
　
　
　

加
茂
屋
善
助

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

嶋
屋
半
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

菊
屋
庄
兵
衛

　
　
　

千
弐
百
両　
　
　
　
　

絹
屋
藤
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

秩
父
屋
太
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
内

　
　
　

四
千
両　
　
　
　
　
　

簾
屋
喜
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

納
屋
嘉
兵
衛

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

油
屋
弥
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

泊
屋
甚
兵
衛
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弐
千
両　
　
　
　
　
　

扇
屋
源
太
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

濱
屋
徳
兵
衛

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

鍋
屋
権
三
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

同　

七
左
衛
門

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

舟
屋
長
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

同　

甚
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

慈
恩
寺
町

　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

瓦
屋
平
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

鉄
挺
傳
左
衛
門

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

山
形
屋
半
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
屋
町

　
　
　

壱
万
両　
　
　
　
　
　

菊
屋
九
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

米
屋
次
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
労
町

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

枡
屋
五
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

津
軽
屋
太
郎
次

　
　
　

弐
万
両　
　
　
　
　
　

嶋
屋
弥
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
井
町

　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

伊
賀
屋
利
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
ノ
町

　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

畳
屋
傳
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
町

　
　
　

七
千
両　
　
　
　
　
　

紣
屋
清
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

同　

吉
次
郎

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

灰
屋
定
右
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
千
両　
　
　
　
　
　

扇
屋
小
兵
衛

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

扇
屋
四
郎
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

菊
屋
久
兵
衛

　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

表
屋
善
五
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

絹
井
多
兵
衛
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千
五
百
両　
　
　
　
　

あ
ら
み
屋
善
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

鉄
屋
卯
兵
衛

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

丁
子
屋
善
次　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
五
万
両　
　
　
　
　

扇
屋
庄
右
衛
門

　
　
　

五
万
両　
　
　
　
　
　

同　

傳
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

同　

惣
助

　
　
　

三
万
両　
　
　
　
　
　

森
五
郎
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

絹
屋
利
助

　
　
　

拾
万
両　
　
　
　
　
　

西
川
利
右
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
万
両　
　
　
　
　
　

同　

庄
六

　
　
　

三
万
両　
　
　
　
　
　

西
川
徳
蔵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

同　

利
左
衛
門

　
　
　

五
千
両　
　
　
　
　
　

菊
屋
茂
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

な
ら
屋
安
兵
衛

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

伊
勢
屋
惣
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

紺
屋
九
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

小
幡
町

　
　
　

千
五
百
両　
　
　
　
　

西
屋
五
郎
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

同　

六
郎
兵
衛

　
　
　

弐
千
両　
　
　
　
　
　

最
上
屋
善
九
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
両　
　
　
　
　
　
　

同　

善
太
郎

　
　
　

三
千
両　
　
　
　
　
　

道
具
屋
喜
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
万
両　
　
　
　
　
　

扇
屋
長
左
衛
門

　
　
　

弐
万
両　
　
　
　
　
　

市
田
清
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
万
両　
　
　
　
　
　

泊
屋
四
郎
左
衛
門

　
　
　

七
千
両　
　
　
　
　
　

灰
屋
久
兵
衛

　
　

右
書
上
申
候
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　

文
政
九
年
戌
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
八
幡
丁　

扇
屋
傳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
屋
清
左
衛
門

　
　

右
傳
兵
衛
・
清
左
衛
門
両
人
ゟ
奉
申
上
候
、
八
幡
町
当
時
居
住
福
祐
之
者
共
凡
書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
山
之
上
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
田
左
近
右
衛
門
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同　

岡
谷
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
谷
弥
次
右
衛
門

　

〈
史
料
2
〉

　
　
　
　
　
　

御
内
願
奉
申
上
候
御
事

　
　

江
州
八
幡
御
領
主
朽
木
主
膳
様
同
国
同
郡
木
村
・
小
房
村
江
去
酉
十
二
月
十
五
日
御
所
替
被
仰
付
、
則
当
二
月
朔
日
御
引
渡
、
八
幡
御

料
所
ニ
被

仰
付
候
、
然
ル
処
右
八
幡
御
高
五
百
五
拾
八
石
三
斗
五
合
家
数
弐
千
六
百
軒
余
之
場
所
ニ
而
、
当
時
福
祐
之
者
百
弐
拾
軒

余
有
之
、
右
百
弐
拾
軒
余
之
者
小
家
千
両
以
上
よ
り
大
家
拾
万
両
以
上
之
者
共
ニ
御
座
候
而
、
江
州
最
第
一
富
饒
之
地
ニ
御
座
候
得

共
、
元
来
地
狭
之
場
所
ニ
御
座
候
而
田
畑
作
方
者
不
仕
、
土
地
産
物
売
事
ニ
而
渡
世
仕
、
諸
代
呂
物
諸
国
江
相
送
申
候
内
、
就
中

尾
州
御
領
分
之
内
江
取
引
仕
来
候
処
、

尾
州
様
江
州
之
内
御
領
分
も
被
為
有
候
ニ
付
、
御
替
地
御
願
被
下
候
而
、
八
幡

尾
州

様
御
領
分
ニ
被

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
同
御
領
分
ニ
相
成
候
ニ
付
、
諸
産
物

尾
州
御
領
分
之
内
差
送
候
儀
無
心
置
取
計
申
度
、

右
之
通
ニ
相
成
候
得
ハ
、
八
幡
弥
成
立
之
基
、
随
而
産
物
引
合
候

尾
州
御
領
分
之
衆
中
模
通
ニ
も
相
成
候
儀
ニ
御
座
候
得
ハ
、
何
卒

八
幡

尾
州
御
領
分
ニ
相
成
候
様
被

仰
付
被
下
置
候
様
偏
ニ
奉
願
上
候
、
尤
今
般
八
幡

御
料
所
ニ
被

仰
付
候
、
付
而
ハ

御（
平
出
）公

義
思
召
も
被
為
在
候
御
儀
ニ
奉
存
、
外
御
大
名
様
御
領
分
ニ
被

仰
付
候
而
ハ
何
事
も
詮
無
御
座
候
得
ハ
、
乍
恐
急
卒
御
賢
慮
被

成
下
候
様
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
被

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
八
幡
居
住
之
者
共
永
々
御
高
恩
を
相
忘
申
間
敷
候
間
、
厚
御
賢
慮
被
成

下
置
候
様
重
々
奉
願
上
候
、
仍
之
八
幡
居
住
之
者
当
時
身
柄
之
名
前
別
紙
ニ
相
認
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
八
幡
町

　
　
　

文
政
九
年
戌
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扇
屋
傳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
屋
清
左
衛
門

　
　

右
傳
兵
衛
・
清
左
衛
門
両
人
儀
ハ
年
来
懇
意
之
者
共
ニ
付
、
私
共
江
申
出
候
、
何
卒
其
御
筋
々
江
被

仰
達
上
、
願
之
通
被

仰
付
被
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下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
山
之
上
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
田
左
近
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

岡
谷
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
谷
弥
次
右
衛
門

　
　

右
之
通
相
認
子
十
月
十
一
日
高
田
様
へ
差
上
申
候
、
使
兵
八　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
字
あ
き
は
平
出
、
以
下
同
じ
…
筆
者
注
）

〈
史
料
3
〉

　
　
　
　
　

乍
恐
御
含
迄
奉
願
上
候
御
事

　
　

江
州
八
幡
町
之
儀
ハ
御
高
辻
五
百
五
拾
八
石
三
升
五
合
家
数
弐
千
六
百
軒
余
、
右
之
内
千
両
以
上
ゟ
拾
万
両
以
上
之
者
凡
百
弐
拾
軒
程

居
住
仕
罷
在
誠
ニ
江
州
第
一
之
福
祐
之
者
集
り
在
之
、
仍
之
御
余
勢
之
御
諸
侯
方
御
替
地
之
思
召
有
之
由
、
八
幡
町
之
者
共
甚
相
危

踏
、
然
ル
処

御
国
元
名
古
屋
表
蚊
屋
地
・
筆
之
鞘
等
其
余
諸
産
物
売
事
之
取
組
多
御
座
候
間
、
八
幡
町

尾
州
様
御
領
分
ニ
被

為

仰
付
候
得
ハ
御
同
領
と
相
成
、
売
事
之
取
組
安
心
ニ
取
遣
り
仕
八
幡
町
成
立
之
基
ニ
御
座
候
ニ
付
、
何
卒

尾
州
様
御
領
分
ニ

被
為
仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
一
統
宿
願
ニ
御
座
候
処
、
手
寄
も
無
御
座
不
心
成
年
月
を
送
り
来
候
由
之
処
、
去

御
権
門
家
之
御
諸
侯

御
替
地
御
願
被
成
候
由
風
聞
伝
承
仕
、
手
遅
ニ
相
成
候
而
ハ
何
様
之
迷
惑
筋
差
起
間
敷
も
の
ニ
而
も
無
之
、
何
卒
尾
州
様
御
領
分
ニ
被

仰
付
被
下
候
様
之
儀
、
江
州
山
之
上
村
西
田
左
近
右
衛
門
・
岡
谷
村
岡
谷
弥
次
右
衛
門
両
人
を
以
、
朽
木
主
膳
様
御
領
知
之
節
ゟ
相

願
候
ニ
付
、
御
為
筋
ニ
被
為
成
候
御
儀
と
奉
存
、
鳥
居
五
兵
衛
様
御
勤
役
之
節
段
々
奉
申
上
候
処
、
八
幡
町
之
者
と
も
御
領
分
を
御
慕

ひ
奉
申
上
候
ニ
付
、
内
望
存
立
候
ハ
ヽ
願
書
為
差
出
候
而
ハ
如
何
ニ
候
哉
と
被

仰
候
ニ
付
、
此
段
左
近
右
衛
門
江
私
了
簡
を
以
相
通

辞
申
候
処
、
早
速
八
幡
町
之
者
共
江
左
近
右
衛
門
談
付
候
処
、
願
書
奉
差
上
、
弥
御
領
分
ニ
被

仰
付
候
御
儀
ニ
御
座
候
得
ハ
、
勘
考

も
御
座
候
得
共
、
若
願
書
奉
差
上
候
而

御
領
分
ニ
不
被

仰
付
候
節
ハ
当
時
之
御
領
主
様
江
申
訳
相
立
不
申
難
渋
之
次
第
ニ
御
座
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候
、
此
段
御
賢
察
被
下
度
此
旨
奉
申
上
候
処
、
尤
之
儀
ニ
被

仰
、
其
節
小
嶋
傳
左
衛
門
殿
・
冨
田
東
四
郎
殿
江
州
地
江
御
差
向
御

内
々
絵
図
面
等
御
取
調
御
座
候
処
、
朽
木
様
御
儀
ハ
去
ル
文
政
八
酉
十
一
月
十
五
日
木
村

小
房
村
ニ
而
御
替
地
被
仰
付
、
八
幡
町
之

儀
ハ
文
政
九
戌
二
月
朔
日
信
楽
御
支
配
所
ニ
相
成
候
由
ニ
付
、
八
幡
町
之
者
共
望㎏ 気

力

を

落

し

を
失
ひ
相

㎏

㎏

㎏

㎏

歎
息
仕
候
由
伝
承
仕
罷
在
候
、
然
ル
処
猶

又

御
領
分
を
御
慕
ひ
奉
申
上
、
別
紙
御
内
願

八
幡
町
身
代
柄
之
者
共
分
限
付
相
添
、
左
近
右
衛
門
持
参
仕
候
得
共
、
墓
々
敷
無
御

座
、
時
節
を
相
待
申
候
ゟ
外
無
御
座
様
相
喩（
諭
ヵ
） 置
申
候
、
然
ル
処
今
般

御
領
分
ニ
御
替
地
相
済
申
候
由
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
右
ニ
付

奉
申
上
候
も
重
々
奉
恐
入
候
得
共
、
八
幡
町
最
初
朽
木
様
御
領
分
之
節
ゟ

御
国
を
御
慕
ひ
奉
申
上
、
左
近
右
衛
門
を
以
私
方
江
申
越

候
ニ
付
、
御
為
筋
と
奉
存
、
種
々
手
を
尽
し
、
父
周
右
衛
門
骨
折
置
候
義
等
も
御
座
候
得
ハ
、
私
相
応
成
御
用
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
父
周

右
衛
門
寸
功
被
為

思
召
分
被

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
乍
恐
奉
願
上
候
通
相
応
之
御
用
も
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
彼
地

之
風
土

冨
饒
家
之
者
共
気
配
相
探
り
、
猶
御
模
通
筋
之
一
助
ニ
も
被
為
成
候
御
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
聞
合
御
達
可
奉
申
上
候
間
、
父

周
右
衛
門
寸
功
、
且
私
儀
も
乍
不
束

御
為
筋
を
奉
存
、
左
近
右
衛
門
と
も
年
来
申
合
候
義
等
被
為

思
召
分
、
何
卒
八
幡
町
江
付
候

御
用
も
御
座
候
ハ
ヽ
被
為

仰
付
被
下
度
、
此
段
重
々
奉
恐
入
候
得
共
、
御
願
奉
申
候
、
仍
之
八
幡
町
御
高
辻

家
数
分
限
之
者
共
名

前
過
去
之
御
義
候
得
共
、
信
楽
御
支
配
所
相
成
候
節
御
内
願
ニ
も
相
添
奉
入
御
覧
候
、
以
上

　
　
　
　

子
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
又
蔵

　
　

 

（
朱
筆
）

　
　

 

「
右
之
通
相
認
子
十
月
十
一
日
高
田
様
へ
先
々
御
内
々
御
含
迄
奉
入
御
内
覧
候
、
尤
高
田
様
限
と
奉
存
候
、
以
上
」

　
　

 

（
貼
紙
）

　
　

 

「
是
ハ
右
用
候
得
共
、
後
々
之
存
寄
ニ
而
入
用
覚
計
申
候
（
以
上
傍
線
部
朱
筆
…
筆
者
注
）

　
　
　

但
、
分
限
附
之
儀
ハ
都
而
半
減
ニ
認
差
上
候
様
、
西
田
左
近
右
衛
門
申
聞
候
、
右
主
意
之
儀
ハ
別
紙
御
願
之
通　
　

尾
州
様
御
領

　
　
　

分
ニ
被
為　

仰
付
候
節
ハ
、
万
々
一
金
子
御
調
達
御
用
被
為　

仰
付
候
砌
手
支
ニ
相
成
候
而
ハ
奉
恐
入
候
ニ
付
、
半
減
之
分
限
ニ

　
　
　

認
置
候
由
、
八
幡
町
扇
屋
傳
兵
衛
・
日
野
屋
清
左
衛
門
申
聞
候
由
、
左
近
右
衛
門
申
聞
候 

」
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〈
史
料
4
〉

　
　

 
（
後
筆
）

　
　

 
「
早
序
六
日
限
小
嶋
方
へ
遣
申
候
」

　
　

奉
拝
啓
候
、
追
日
冷
気
相
募
申
候
処
、
被
為
揃
益
御
機
嫌
能
被
為
渡
恐
悦
至
極
奉
存
候
、
随
而
私
内
隠
居
共
無
異
踏
先
跨
申
候
、
乍
恐

御
安
慮
被
為
遊
可
被
下
候
、
然
ハ
今
般
江
州
八
幡
町
御
領
分
ニ
相
成
候
由
、
右
ハ
先
年
父
周
右
衛
門
骨
折
置
候
義
も
御
座
候
、
此
節
相

済
候
義
ハ

御
重
職
様
ゟ
被
為
仰
立
候
御
儀
ニ
も
御
座
候
哉
、
又
ハ
下
々
之
者
よ
り
御
願
申
上
候
義
ニ
御
座
候
哉
、
右
御
替
地
之
一
件

浅
倉
様
御
骨
被
為
折
候
様
当
辺
ニ
而
ハ
噂
仕
候
、
何
卒
乍
御
面
倒
こ
ふ
ゆ
ふ
手
よ
り
ニ
而
相
済
申
義
と
之
事
、
極
御
内
々
ニ
而
御
知
被

下
置
候
得
ハ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
何
卒
急
卒
御
一
筆
爰
者
へ
も
被
下
置
様
奉
願
上
候
、
右
御
願
奉
申
上
度
如
此
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　

子
十
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
又
蔵

　
　
　
　
　
　

西
圓
蔵
様

　

史
料
1
に
は
、
近
江
八
幡
町
を
構
成
す
る
個
別
町
の
う
ち
為
心
町
以
下
一
六
の
個
別
町
に
存
在
す
る
富
裕
な
商
人
の
名
前
と
、
推
定
さ
れ

る
そ
の
身
代
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
大
の
身
代
二
〇
万
両
を
有
す
る
永
原
町
灰
屋
の
女
主
人
き
せ
等
一
一
四
人
の
名
前
が
上
が
っ
て

お
り
、
そ
の
身
代
合
計
は
一
五
六
万
七
四
〇
〇
両
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
あ
く
ま
で
も
八
幡
町
に
在
住
す
る
者
の
う
ち
富
裕
層
の
実
力
を
示

し
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
二
〇
倍
の
軒
数
を
誇
る
同
町
の
財
産
規
模
は
二
千
万
両
に
も
及
ぶ
と
い
う
報
告
も
あ
）
6
（

る
。
こ
の
覚
書
は
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
二
月
に
八
幡
町
の
町
年
寄
と
推
定
さ
れ
る
扇
屋
傳
兵
衛
と
日
野
屋
清
左
衛
門
の
両
名
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
、
宛
先
は
な

い
。
お
そ
ら
く
宛
先
は
、
幕
領
に
決
定
す
る
以
前
か
ら
調
査
を
し
て
い
た
尾
張
藩
勘
定
方
関
係
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

覚
書
に
奥
書
を
入
れ
て
い
る
の
が
、
近
江
国
（
蒲
生
郡
）
山
之
上
村
（
現
竜
王
町
）
の
西
田
左
近
右
衛
門
と
同
岡
谷
（
屋
）
村
（
現
竜
王

町
）
の
岡
谷
弥
次
右
衛
門
の
二
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
両
村
は
従
来
か
ら
尾
張
藩
領
で
あ
り
、
こ
の
二
名
が
同
藩
領
編
入
の
動
き
に
直
接

か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
渡
邉
氏
と
二
人
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
も
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
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た
、
扇
屋
傳
兵
衛
・
日
野
屋
清
左
衛
門
と
江
州
尾
張
藩
領
の
二
人
は
昵
懇
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
2
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
尾
張
藩
領
村
の
西
田
と
岡
谷
が
間
に
立
っ
て
作
ら
れ
た
、
八
幡
町
の
実
情
に
関
す
る
覚
書
（
写
し
）
が
、
地
方
御
用
達
と
し

て
活
動
し
て
い
た
渡
邉
氏
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
）
7
（
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
こ
の
莫
大
な
身
代
を
示
す
数
字
は
何
の
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
領
主
側
が
そ
の
財
政
の
た

め
に
資
金
を
調
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
へ
の
対
応
で
あ
る
こ
と
は
史
料
3
の
貼
紙
部
分
の
記
述
に
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
も
、
身
代
の
金
額
は
実
は
半
分
ほ
ど
に
見
積
も
っ
て
記
し
て
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
調
達
を
命
じ
ら
れ
た
時
に
「
手

支
」
が
生
じ
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
少
な
く
示
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
西
田
左
近
右
衛
門
か
ら
の
助
言
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と

言
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
尾
張
藩
な
ら
ず
と
も
八
幡
町
の
財
力
は
極
め
て
魅
力
的
に
見
え
た
に
違
い
な
い
。

　

次
に
史
料
2
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
史
料
1
を
別
紙
と
す
る
尾
張
藩
勘
定
方
へ
の
内
願
書
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
二

月
に
近
江
八
幡
知
行
主
の
旗
本
朽
木
氏
が
同
国
蒲
生
郡
木
村
及
び
小
房
村
（
い
ず
れ
も
現
東
近
江
市
）
へ
所
替
え
と
な
り
、
翌
文
政
九
年
二

月
に
領
知
の
引
き
渡
し
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
八
幡
町
は
幕
領
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
直
ち
に
尾
張
藩
領
に
編
入

さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
文
章
か
ら
は
、
八
幡
町
及
び
尾
張
藩
の
側
か
ら
も
幕
府
に
対
し
て
何
ら
か
の
働
き
か
け
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
八
幡
町
は
尾
張
藩
領
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

史
料
に
は
、
八
幡
町
が
村
高
と
し
て
は
五
五
八
石
余
り
の
中
規
模
村
で
あ
る
も
の
の
、
家
数
が
二
六
〇
〇
軒
を
超
え
る
、
非
常
に
過
密
に

町
場
化
し
た
在
郷
町
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
中
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
に
当
た
る
一
二
〇
軒
余
が
史
料
1
で
示
し
た
よ
う
な
裕
福

な
経
営
で
あ
り
、
八
幡
町
は
近
江
国
で
最
も
「
豊
饒
之
地
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
町
村
は
土
地
が
狭
く
農
業
を
す
る
も
の
は
少
な

く
、
物
産
を
売
り
さ
ば
き
諸
国
に
送
る
こ
と
で
渡
世
を
送
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
中
で
も
尾
張
藩
領
分
と
の
取
引
が
多
く
、
尾
張
藩
も
近

江
国
内
に
領
地
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
替
地
に
よ
っ
て
八
幡
町
が
尾
張
藩
領
に
な
れ
ば
、
様
々
な
産
物
を
何
の
心
配
も
な
く
領
内
に
送

れ
て
、
そ
れ
に
よ
り
八
幡
町
成
り
立
ち
の
基
礎
が
で
き
、
現
在
で
も
取
引
し
て
い
る
尾
張
藩
領
内
商
人
と
の
模
通
も
よ
く
な
る
と
い
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
八
幡
が
尾
張
藩
領
と
な
る
よ
う
内
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
内
願
時
点
で
は
八
幡
町
の
幕
領
上
知
が
決
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定
し
て
お
り
、
公
儀
と
し
て
の
思
召
し
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
先
尾
張
藩
以
外
の
大
名
の
領
分
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

元
も
子
も
な
い
の
で
、
今
後
は
尾
張
藩
領
に
仰
せ
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
尾
張
藩
領
と
な
っ
た
な
ら
ば
、

八
幡
町
の
者
は
「
永
々
御
高
恩
を
相
忘
申
間
敷
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
文
政
八
年
な
い
し
九
年
段
階
に
お
い
て
、
近
江

八
幡
町
は
尾
張
藩
と
相
思
相
愛
の
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
間
違
い
な
く
近
江
八
幡
商
人
の
商
業
活
動
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
、

尾
張
藩
側
の
財
政
補
填
要
求
と
が
マ
ッ
チ
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
の
株
仲
間
解
散
令
に
関
わ
る
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
利
害
は
一
致

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
史
料
は
尾
張
藩
地
方
御
用
達
渡
邉
又
蔵
が
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
子
年
（
天
保
十
一
年
、
一
八
四
〇
）
十
月
十
一
日

に
高
田
様
に
差
し
上
げ
た
と
史
料
に
は
あ
る
。
高
田
な
る
人
物
は
「
尾
張
藩
士
名
）
8
（
寄
」
で
調
べ
る
と
、
高
田
嘉
八
郎
と
特
定
で
き
る
。
彼
は

代
官
手
代
か
ら
出
世
し
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
は
支
配
勘
定
組
頭
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
は
勘
定
吟
味
役
と
な
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
こ
の
史
料
作
成
段
階
で
は
勘
定
吟
味
役
と
い
う
勘
定
方
の
要
職
に
つ
い
て
い
た
。
最
終
的
に
幕
末
維
新
期
に
は
代
官
に
ま
で
上
り
詰

め
る
の
で
あ
る
が
、
彼
と
渡
邉
又
蔵
が
連
絡
を
取
り
合
っ
て
、
八
幡
町
の
尾
張
藩
編
入
に
際
し
て
何
ら
か
の
資
料
作
り
を
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

史
料
3
は
、
こ
れ
を
見
れ
ば
史
料
1
、
2
を
含
め
3
ま
で
の
状
況
が
す
べ
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
近
江
八
幡
が
幕
府
の
信
楽
代

官
所
支
配
と
な
っ
た
折
に
出
し
た
内
願
も
「
相
添
奉
入
御
覧
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
渡
邉
又
蔵
が
尾
張
藩
勘
定
方
に
対
し
て
「
御
含
迄
」
に

提
出
し
た
願
書
に
添
付
さ
れ
た
も
の
が
史
料
1
と
2
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
史
料
に
は
、
文
政
八
年
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
の

八
幡
側
と
尾
張
藩
側
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
て
、
八
幡
の
尾
張
藩
領
編
入
に
か
か
わ
る
両
者
の
利
害
が
一
層
明

確
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

初
め
に
八
幡
側
が
尾
張
藩
以
外
の
諸
侯
へ
の
替
地
を
非
常
に
心
配
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
史
料

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
八
幡
商
人
が
扱
う
具
体
的
な
商
品
名
が
示
さ
れ
る
。
蚊
帳
の
生
地
や
筆
の
鞘
な
ど
の
諸
産
物
の
取
引
が
尾
張
藩
と
の

間
で
は
多
い
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
安
心
し
て
商
い
行
為
が
で
き
る
こ
と
が
町
の
成
り
立
ち
の
基
で
あ
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り
、
そ
の
た
め
に
尾
張
藩
支
配
と
な
る
こ
と
が
八
幡
の
宿
願
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
願
い
の
「
手
寄
」
も
な
い
ま
ま
に
時
が
流
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
尾
張
藩
以
外
の
「
去　

御
権
門
家
之
御
諸
侯
」
が
八
幡
の
領
地

化
を
願
っ
て
い
る
と
の
風
聞
が
伝
え
ら
れ
、
手
遅
れ
に
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
旗
本
朽
木
氏
支
配
の
時
代
か
ら
尾
張
藩
領
下

の
村
々
の
代
表
二
人
（
西
田
左
近
右
衛
門
と
岡
谷
弥
次
右
衛
門
）
を
も
っ
て
同
藩
へ
願
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
尾
張
藩
に
と
っ

て
「
御
為
筋
」
に
な
る
と
判
断
し
、
尾
張
藩
勘
定
奉
行
の
鳥
居
五
兵
）
9
（
衛
に
い
ろ
い
ろ
相
談
し
た
結
果
、
八
幡
町
よ
り
願
書
を
出
し
て
は
ど
う

か
と
鳥
居
か
ら
の
提
案
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
幡
側
で
は
そ
れ
を
よ
い
考
え
と
し
つ
つ
も
、
万
一
願
書
を
出
し
て
尾
張
藩
領
へ
の
替
地
を

仰
せ
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
の
領
主
で
あ
る
朽
木
氏
に
何
と
も
申
し
訳
が
立
た
な
く
な
る
の
で
、
こ
の
点
を
推
し

量
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
も
尤
も
な
話
な
の
で
、
尾
張
藩
で
は
勘
定
方
役
人
の
小
嶋
傳
左
衛
門
と
冨
田
東
四
郎
の
両
）
10
（
名
を
近
江
に
派
遣
し

て
内
密
に
八
幡
町
に
関
わ
っ
て
絵
図
面
な
ど
を
調
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
朽
木
氏
は
文
政
八
年
十
一
月
に
先
述
の
木
村
・
小
房
村
に
替
地
と

な
り
、
八
幡
は
翌
年
二
月
に
幕
府
代
官
支
配
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

八
幡
側
は
こ
の
決
定
に
意
気
消
沈
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
尾
張
藩
を
慕
い
続
け
内
願
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
事

態
は
は
か
ば
か
し
く
進
行
せ
ず
、
時
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
急
転
直
下
、
八
幡
町
の
尾
張
藩
編
入
が
実
現
し
た
。
そ
れ
は
天
保
十
一
年

（
一
八
四
〇
）
九
月
の
段
階
で
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
山
中
雅
子
氏
が
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
第
二
部
中
の
「
尾
張

藩
の
近
江
八
幡
支
配
」
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
文
政
九
年
か
ら
天
保
十
一
年
ま
で
の
間
の
動
き
は
、
本
史
料
で
も
山
中
氏
の
研
究

で
も
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕
府
と
尾
張
藩
と
の
間
で
十
分
な
や
り
取
り
の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
既

に
八
幡
町
の
帰
属
は
決
定
済
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
渡
邉
又
蔵
は
な
ぜ
こ
の
願
書
を
準
備
し
た
か
で
あ
る
。
そ
の
意
図
が
や
っ
と
最

後
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
幡
町
の
朽
木
氏
支
配
時
代
よ
り
「
御
為
筋
と
奉
存
、
種
々
手
を
尽
し
、
父
周
右
衛
門
骨
折
置
候
義
等
も
御
座

候
得
ハ
」「
私
相
応
成
御
用
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
父
周
右
衛
門
寸
功
被
為　

思
召
被　

仰
付
被
下
置
候
」
よ
う
又
蔵
が
願
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
今
回
八
幡
町
が
尾
張
藩
領
に
編
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
功
績
の
一
部
は
父
周
右
衛
門
（
文
政
期
に
は
新
兵
衛
で
あ
っ
た
が
改

名
し
た
）
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
慮
し
、
又
蔵
自
身
に
も
八
幡
町
に
関
わ
る
何
ら
か
の
御
用
を
与
え
て
く
れ
と
い
う
わ
け
で
あ
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尾
張
藩
で
は
、
天
保
十
一
年
九
月
に
老
中
水
野
忠
邦
か
ら
八
幡
町
の
領
知
編
入
の
内
示
を
受
け
た
段
階
か
ら
、
そ
の
替
地
に
つ
い
て
勘
案

す
る
こ
と
と
な
り
調
査
に
乗
り
出
し
て
い
く
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
段
階
が
こ
の
又
蔵
の
願
書
執
筆
時
期
で
あ
る
。
彼
は
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い

御
用
を
与
え
て
く
れ
れ
ば
、
彼
の
地
の
風
土
や
豊
饒
家
の
様
子
に
つ
い
て
探
索
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
父
が
関
わ

り
調
査
し
た
内
容
（
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
八
幡
町
の
高
辻
・
家
数
・
富
裕
者
の
名
前
）
と
文
政
八
年
ま
で
に
準
備
し
て
い

た
内
願
書
を
添
え
て
提
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
1
〜
3
は
全
体
と
し
て
、
近
江
八
幡
の
尾
張
藩
領
へ
の
編
入

に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
る
様
々
な
権
益
の
発
生
に
関
わ
り
、
地
方
御
用
達
で
あ
る
渡
邉
又
蔵
が
父
の
功
績
を
示
し
つ
つ
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の

受
益
に
与
か
ろ
う
と
し
て
、
八
幡
の
尾
張
藩
編
入
内
示
の
一
ヶ
月
後
（
天
保
十
一
年
十
月
）
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
の
三
つ
の
史
料
と
少
し
性
格
の
異
な
る
史
料
4
は
、
又
蔵
が
天
保
十
一
年
十
月
十
二
日
に
「
西
圓
蔵
」
へ
宛
て
た
書
状
の
写
し
で
あ

る
。、
尾
張
藩
士
に
「
西
」
氏
は
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
片
名
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
西
田
圓
蔵
を
指
す
と
推
定
で
き
る
。
彼
は
天
保

十
一
年
段
階
で
勘
定
吟
味
役
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
）
11
（
る
。
又
蔵
は
、
尾
張
藩
勘
定
方
の
西
田
圓
蔵
に
八
幡
の
尾
張
藩
編
入
の
経
緯
を
詳

し
く
教
え
て
ほ
し
い
と
手
紙
で
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
、
文
意
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
領
地
替
え
は
藩
の
重
職
の
者
が
リ
ー
ド
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
下
々
の
者
の
要
求
が
大
き
か
っ
た
の
か
、
又
蔵
は
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
八
幡
の
尾
張
藩
領
へ
の
編
入
実
現
に
つ
い
て

「
浅
倉
様
御
骨
被
為
折
候
様
当
辺
ニ
而
ハ
噂
」
を
し
て
お
り
「
乍
御
面
倒
こ
ふ
ゆ
ふ
手
よ
り
ニ
而
相
済
」
ん
だ
こ
と
を
内
密
に
知
ら
せ
て
ほ

し
い
と
要
求
し
て
い
る
。
史
料
中
の
「
浅
倉
）
12
（

様
」
は
朝
倉
庄
次
郎
の
こ
と
で
、
彼
は
明
倫
堂
教
授
か
ら
奥
向
き
の
御
用
役
と
な
り
、
天
保
十

年
に
は
中
奥
御
番
と
し
て
側
向
に
か
な
り
影
響
力
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
渡
邉
家
は
又
蔵
の
父
新
兵
衛
の
代
か
ら
御
小
納
戸
御
用
に
も

関
わ
っ
て
い
た
の
で
、
朝
倉
氏
と
も
面
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
筋
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
又
蔵
は
推
測
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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二　

関
連
史
料
の
紹
介
2
─
渡
邉
又
蔵
の
献
言
─ 

　

さ
て
、
渡
邉
又
蔵
の
留
書
に
は
そ
の
後
も
近
江
八
幡
町
関
連
の
史
料
が
出
て
く
る
。
書
き
留
め
た
の
は
天
保
十
一
年
十
月
末
か
ら
翌
十
一

月
に
か
け
て
で
あ
り
、
そ
れ
を
史
料
5
〜
7
と
し
て
掲
げ
る
。
史
料
は
連
続
し
て
出
て
来
て
は
い
な
い
が
、
留
書
中
に
現
れ
る
順
番
で
示

す
。

〈
史
料
5
〉

　
　

御
料
所
近
江
国
蒲
生
郡
八
幡
町
高
五
百
五
拾
八
石
余

思
召
を
以
尾
張
殿
御
領
分
濃
州
之
内
ニ
而
村
替
被
仰
出
候
間
、
村
柄
等
宜
場

所
代
知
ニ
御
差
出
可
被
成
候
、
尤
右
村
方
ハ
先
年
御
趣
意
有
之
私
領
上
知
ニ
相
成
候
場
所
ニ
付
、
取
締
方
入
念
候
様
御
申
付
可
被
成
旨

可
被
申
上
候
、
委
細
之
儀
ハ
御
勘
定
奉
行
可
被
談
候

　
　
　
　

九
月

　
　
　

右
ハ
江
戸
番
市
谷
西
田
様
へ
御
伺
申
上
候
処
、
右
御
書
付
ハ
公
辺
御
老
中
方
ゟ
出
候
御
写
之
由
ニ
而
、
別
紙
御
手
紙
へ
御
添
被
下
置

候
、
仍
之
扣
置
申
候

　
　
　

天
保
十
一
年
子
九
月
也

〈
史
料
6
〉

　
　
　
　
　

又
蔵
様　
　
　

圓（
西
田
）

蔵

　
　
　
　
　
　
　

内
密

　
　

拝
見
、
追
日
寒
冷
相
募
候
得
と
も
、
御
揃
弥
御
勇
栄
被

成
御
入
奉
賀
寿
候
、
其
後
者
思
よ
り
も
御
無
沙
汰
打
過
候
段
厚
御
用
捨
可
被
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下
候
、
大
人
に
も
弥
以
御
壮
健
御
入
之
段
相
伺
、
目
出
度
御
儀
ニ
存
候
、
扨
八
幡
御
替
地
一
条
江
付
御
内
々
被
仰
下
候
趣
承
知
仕

候
、
右
ハ
先
年
箕
浦
在
職
之
頃
発
端
ニ
而
、
其
後
も
追
々
被
仰
立
も
有
之
候
得
共
一
切
不
相
整
、
当

御
代
ニ
相
成
候
上
段
々
御
願

有
之
、
大
御
所
様
ニ
も
格
別
ニ
筆
取
ら
れ
、
右
御
願
達
之
趣
ニ
ハ
不
抱
、
全

思
召
を
以
被

仰
出
候
儀
ニ
而
御
座
候
処
、
全

当

御（
平
出
）前

之
儀
ハ
御
賢
君
様
に
て
、
追
々
御
直
ニ
御
願
等
も
有
之
、
仍
而
相
整
候
わ
け
合
ニ
御
座
候
様
、
御
内
々
御
老
中
方
よ
り
出
候
御
書

付
写
懸
御
目
に
申
候
、
御
覧
後
御
火
中
可
被
下
候
、
書
余
尚
後
音
と
早
々
貴
鳳
ま
て
ニ
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　

十
月
廿
四
日

　
　

尚
々
、
折
角
〳
〵
叶
候
、
御
聴
ニ
入
候
様
ニ
存
、
乍
憚

大
人
江
も
宜
御
伝
声
可
被
下
候
、
本
文
之
儀
先
達
而
中
山
之
上
村
西
田
左

近
右
衛
門
儀
高
木
南
よ
り
之
手
積
ニ
而
出
府
、
追
々
申
上
候
趣
ニ
有
之
候
得
共
、
も
し
や
右
已
前
ニ
而
御
進
達
方
御
評
議
も
相
決
候
筋

に
て
御
座
候
ハ
ヽ
、
此
段
も
極
御
内
含
迄
ニ
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　

  

追
而
爰
元
此
節
専
ら
茶
事
流
行
に
て
、
千
家
裏
宗
匠
御
呼
下
、
頻
り
ニ
伝
授
事
な
と
申
上
候
、
野
生
な
と
も
門
入
仕
申
候
、
御
笑　

可
被
下
候
、
尚
会
席
付
等
追
付
懸
御
め
に
様
可
仕
候
、
以
上

〈
史
料
7
〉

　
　
　
　
　

不
奉
恐
顧
聊
存
付
候
義
も
御
座
候
ニ
付
御
内
々
愚
考
之
趣
奉
申
上
候

　

一
江
州
八
幡
町
御
高
辻
五
百
五
拾
八
石
三
斗
五
合
、
家
数
弐
千
六
百
軒
余
、
右
之
内
千
両
以
上
ゟ
拾
万
両
以
上
之
者
凡
百
弐
拾
軒
程
居
住

仕
罷
在
、
江
州
最
第
一
之
豊
饒
之
地
ニ
御
座
候
処
、
御
替
地
被

仰
付
候
御
儀
、
当

殿
様
御
賢
徳
被
為
備
、
八
幡
町
之
者
共
御
当

領
を
御
慕
ひ
奉
申
上
、
御
替
地
被
為

仰
付
候
様
仕
度
宿
願
之
義
ニ
御
座
候
処
、
速
ニ
御
当
領
ニ
被

仰
付
、
誠
ニ
自
然
之
道
理
万
民

一
統
恐
悦
至
極
ニ
奉
存
候
、
就
而
ハ
八
幡
町
之
者
共
多
年
宿
意
之
通
被

仰
付
候
ニ
付
而
ハ
、
一
ヶ
簾
之
御
為
筋
も
可
奉
申
上
歟
ニ
奉

存
候
得
共
、
元

御
仁
徳
を
被
為
流
候
と
、
基
ゟ
他
領
迄
御
慕
ひ
奉
申
上
候
義
ニ
御
座
候
得
ハ
、
御
国
之
御
益
筋
勘
考
種
々
御
座
候
得

共
、
八
幡
町
之
者
共
迷
惑
ニ
奉
存
候
義
ハ
御
好
被
遊
間
敷
、
付
而
ハ
当
時
正
金
払
底
、
添
銀
拾
四
、
五
匁
之
由
、
右
ハ
御
家
中
様
初
百
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姓
町
人
之
者
共
米
切
手
金
位
悪
敷
一
統
迷
惑
至
極
罷
在
候
ニ
付
、
八
幡
町
之
者
共
聊
報
恩
を
奉
存
、
此
節
御
府
内
程
能
場
所
ニ
而
引
替

所
取
立
、
正
金
先
ツ
拾
五
万
両
も
持
参
仕
、
会
所
ニ
積
置
、
正
金
町
相
場
ニ
三
分
安
と
申
札
を
懸
遣
入
、
先
無
穿
鑿
引
替
候
ハ
ヽ
、
忽

三
分
安
之
相
場
ニ
相
成
、
町
相
場
も
右
同
様
と
相
成
可
申
、
左
候
節
ハ
又
三
分
安
ニ
引
替
、
前
々
ニ
右
之
手
順
ニ
取
計
候
ハ
ヽ
、
正
金

之
添
銀
終
ニ
ハ
三
、
四
匁
ニ
も
相
成
可
申
、
左
候
節
ハ

御
国
一
般
之
御
摸
通
尤
正
金
ニ
而
引
替
遣
候
米
切
手
金
之
儀
ハ
、

御
府
内

木
綿
問
屋
を
初
漢（
菅
大代
嶋縞
）
・
左（
佐
織折
嶋縞
）
、
或
ハ
瀬
戸
物
新
製
御
蔵
元
、
又
ハ
材
木
屋
之
類
都
而
、
右
之
内
慥
成
人
別
御
撰
ミ
、
他
国
ゟ
正
金

被
入
候
商
売
筋
之
者
共
、
無
利
ニ
而
件
之
八
幡
町
之
正
金
と
引
替
遣
候
米
切
手
金
夫
々
御
割
渡
、
正
金
ニ
而
相
納
候
様
被

仰
付
候

ハ
ヽ
、
引
替
候
米
切
手
金
之
手
筈
も
符
号
仕
、
八
幡
町
之
者
共
初
発
引
替
候
節
ゟ
米
切
手
金
位
宜
敷
利
潤
ニ
御
座
候
、
此
段

御
賢
慮

之
上
尤
ニ
も
被
為
思
召
候
ハ
ヽ
、
八
幡
町
之
者
共
御
理
解
被

仰
聞
承
伏
仕
候
節
ハ
、
乍
恐

御
大
益
と
奉
存
候
、
仍
之
御
内
々
愚
考

之
趣
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　

子
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
又
蔵

　

史
料
5
は
天
保
十
一
年
九
月
の
八
幡
町
の
尾
張
藩
領
転
入
に
関
わ
る
内
示
で
あ
る
。
幕
府
は
、
尾
張
藩
が
美
濃
国
の
中
で
八
幡
に
対
応
す

る
替
地
を
慎
重
に
選
ん
で
上
知
す
る
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
勘
定
奉
行
と
相
談
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
江
戸
に
出

て
い
る
西
田
圓
蔵
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
文
書
は
幕
府
老
中
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
の
写
し
と
の
こ
と
で
、
別
紙
の
手
紙
に
添
え
ら
れ

て
い
た
の
を
又
蔵
が
書
き
留
め
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
次
の
史
料
6
は
、
先
の
別
紙
の
手
紙
、
即
ち
西
田
圓
蔵
か
ら
渡
邉
又
蔵
に
届
い
た
も
の
を
又
蔵
が
写
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
十
月
十
二
日
に
又
蔵
が
西
田
圓
蔵
に
対
し
て
出
し
た
書
状
（
史
料
4
）
へ
の
返
書
の
可
能
性
が
大
き
い
。
同
月
二
十
四
日
の
日
付

も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
又
蔵
が
領
地
替
え
に
至
る
動
向
を
尋
ね
た
の
に
対
す
る
回
答
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
圓
蔵
は
、
こ

の
手
紙
の
内
容
は
機
密
事
項
で
あ
り
読
後
は
燃
や
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
又
蔵
は
現
物
を
燃
や
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

き
ち
ん
と
書
き
留
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
八
幡
の
一
件
は
大
代
官
格
の
箕
浦
氏
（
與
右
衛
）
13
（

門
）
の
在
職
中
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
案
件
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で
あ
り
、
そ
の
後
も
尾
張
側
か
ら
話
は
出
て
い
た
が
、
事
態
は
全
く
調
整
が
つ
か
な
か
っ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
御
代
、
す
な
わ
ち
尾

張
藩
十
二
代
藩
主
斉
荘
の
時
代
に
な
っ
て
願
書
が
出
さ
れ
、
大
御
所
、
す
な
わ
ち
斉
荘
の
実
父
徳
川
家
斉
も
格
別
に
理
解
を
示
し
た
の
で
、

尾
張
藩
の
願
書
の
中
身
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
将
軍
の
思
召
し
と
し
て
八
幡
の
尾
張
藩
領
編
入
が
仰
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
斉
荘
は
賢
君

で
あ
っ
て
、
直
接
に
願
書
を
出
す
な
ど
し
て
調
整
が
図
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
手
紙
か
ら
は
、
直
接
の
言
い
回
し
は
な
い
が
、
八
幡
町
の
尾
張
藩
領
編
入
に
際
し
て
は
大
御
所
家
斉
と
実
子
で
あ
る
尾
張
藩
主
斉
荘

の
関
係
性
が
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
。
実
は
斉
荘
の
兄
斉
温
は
尾
張
藩
十
一
代
藩
主
で
あ
っ
た
が
、
同
様

に
家
斉
の
実
子
で
あ
っ
た
。
既
に
そ
の
時
か
ら
尾
張
藩
財
政
を
立
て
直
す
意
味
で
八
幡
の
尾
張
藩
領
編
入
は
構
想
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
斉
温
の
急
逝
に
よ
り
文
政
段
階
で
は
一
旦
こ
の
計
画
が
頓
挫
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
再
び
家
斉
の
子
が
後
継
と
な
る
こ
と

で
、
八
幡
町
の
尾
張
藩
へ
の
編
入
は
既
定
路
線
と
し
て
意
識
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
圓
蔵
は
、
追
伸
と
し
て
、
こ
の
件
が
尾
張
藩
領
近
江
国
山
之
上
村
の
西
田
左
近
右
衛
門
か
ら
別
ル
ー
ト
で
伝
え
ら
れ
る
可
能
性
も

示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
又
蔵
に
正
式
に
伝
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
内
密
に
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
の
史
料
7
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
史
料
3
で
示
し
た
渡
邉
又
蔵
の
八
幡
町
御
用
に
関
わ
る
上
申
書
の
具
体
的
中
身
で
あ
る
と
推
定
す

る
。
史
料
3
が
書
か
れ
た
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
で
あ
り
、
そ
の
間
に
又
蔵
は
藩
財
政
立
て
直
し
の
た
め
に
八
幡
町
商
人
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演

じ
て
も
ら
う
か
検
討
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
表
題
の
「
不
奉
恐
顧
聊
存
付
候
義
も
御
座
候
ニ
付
御
内
々
愚
考
之
趣
奉
申
上
候
」
と
い

う
、
や
や
長
め
の
表
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
い
か
に
八
幡
町
が
裕
福
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
の
は
先
の
史
料
と
同
じ
で
あ
る
。
決
定
的

に
違
う
の
は
、
八
幡
町
の
者
た
ち
の
迷
惑
と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
尾
張
方
が
望
む
べ
き
で
は
な
く
、
単
純
な
献
金
や
調
達
金
を
求
め
て
は
い

な
い
点
で
あ
る
。
又
蔵
が
案
出
し
た
の
は
、
米
切
手
の
交
換
に
八
幡
町
商
人
の
正
金
＝
現
金
を
活
用
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
尾
張
藩
で

は
正
金
が
払
底
し
、
米
切
手
交
換
の
際
に
は
添
銀
と
称
し
て
銀
一
四
、
五
匁
ほ
ど
が
付
加
さ
れ
、
米
切
手
の
金
位
が
悪
く
な
っ
て
お
り
、
藩

士
も
領
民
も
非
常
に
迷
惑
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
八
幡
町
の
者
が
尾
張
藩
編
入
へ
の
恩
を
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
名
古
屋
御
府
内
の

条
件
の
良
い
と
こ
ろ
に
米
切
手
の
引
替
所
を
取
り
た
て
、
そ
こ
に
正
金
一
五
万
両
く
ら
い
を
持
っ
て
き
て
会
所
に
積
み
置
き
、
米
切
手
の
正
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金
相
場
を
立
て
直
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
町
の
相
場
か
ら
三
分
安
と
人
び
と
に
示
し
、
何
の
詮
索
も
せ
ず
に
引
き
替
え
れ
ば
、
た

ち
ま
ち
三
分
安
の
相
場
が
定
着
し
、
町
の
相
場
も
同
じ
と
な
る
。
そ
の
あ
と
に
、
ま
た
三
分
安
で
交
換
す
る
と
い
う
や
り
方
を
す
れ
ば
、
最

終
的
に
添
銀
は
三
、
四
匁
ほ
ど
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
の
次
が
こ
の
献
策
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
米
切
手
の
交
換
を
八
幡
町
商
人
の
正
金
を
背
景
に
行
う
こ
と
で
、
相
場
が
安
定

し
て
き
た
な
ら
ば
、
名
古
屋
の
木
綿
問
屋
を
は
じ
め
、
菅
大
臣
縞
や
佐
織
縞
な
ど
の
織
物
関
係
者
、
瀬
戸
の
新
製
染
付
焼
（
磁
器
）
の
蔵
元

（
藩
専
売
制
度
を
担
当
す
る
商
人
）、
材
木
商
人
な
ど
多
く
の
有
力
商
人
の
中
か
ら
確
か
な
人
物
を
選
び
、
他
国
か
ら
商
い
を
し
て
尾
張
領
内

へ
正
金
を
入
れ
て
く
れ
る
者
た
ち
に
、
八
幡
の
正
金
と
無
利
子
で
引
き
替
え
る
米
切
手
を
割
渡
し
て
、
藩
へ
は
正
金
で
納
入
す
る
よ
う
仰
せ

つ
け
れ
ば
、
引
き
替
え
る
米
切
手
金
と
手
筈
も
符
号
し
、
八
幡
商
人
が
最
初
に
引
き
替
え
た
時
よ
り
も
米
切
手
の
金
位
も
よ
く
な
り
利
潤
が

出
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
尾
張
藩
が
採
用
し
て
く
れ
て
、
八
幡
町
側
の
理
解
が
得
ら
れ
れ
ば
、
非
常
に
大
き
な
利
益
が
あ
る
と
、
渡
邉
又
蔵

は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
津
島
町
村
の
惣
年
寄
兼
名
主
家
で
あ
っ
た
渡
邉
家
文
書
中
に
発
見
さ
れ
た
史
料
1
〜
4
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
近
江
八
幡
の
尾
張

藩
編
入
の
意
味
づ
け
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
江
八
幡
は
、
天
保
十
一
年
段
階
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
文
政

九
年
段
階
ま
で
に
お
い
て
は
尾
張
藩
へ
の
替
地
を
自
ら
望
ん
で
い
た
節
が
あ
り
（
こ
れ
が
町
村
の
総
意
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
十
分
に
は
判

断
で
き
な
い
が
、
町
政
に
関
わ
る
有
力
者
は
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
）、
尾
張
藩
支
配
の
被
害
者
と
し
て
一
方
的
に
編
入
に
対
し
て
反
対
の
立

場
を
表
明
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
商
業
営
業
上
の
便
宜
の
面
か
ら
そ
れ
を
望
む
声
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
天
保
期
の
編
入
実
現
の
段
階
で
は
八
幡
側
の
態
度
も
変
化
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
山
中
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
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幕
領
と
な
っ
て
か
ら
は
、
八
幡
町
は
幕
府
の
永
代
支
配
を
望
む
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
幕
府
永
代
支
配
を
求
め
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
尾
張
藩
へ
の
替
地
に
は
反
対
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
）。
ま
た
、
替
地
の
内
示
後
、
そ
の
実
現
ま

で
一
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
反
対
運
動
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
反
対
運
動
に
つ
い
て

は
、
八
幡
町
の
実
情
を
調
査
し
た
岡
田
文
）
14
（

園
が
「
江
州
八
幡
志
」
の
中
に
記
し
た
と
あ
る
が
、
天
保
十
二
年
に
成
立
し
た
本
書
が
ど
う
し
て

天
保
十
三
年
段
階
で
の
編
入
の
遅
れ
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
う
る
の
か
不
可
解
で
あ
る
。
こ
の
編
さ
ん
史
料
自
体
の
史
料
批
判
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。『
滋
賀
県
八
幡
町
史
』
下
（
近
江
八
幡
市
役
所　

一
九
六
九
年
）
に
は
先
の
岡
田
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
来
原
本
に
近
い
は
ず
の
旧
名
古
屋
市
史
史
料
「
江
州
八
幡
志
」
に
は
そ
の
コ
メ
ン
ト
が
な
い
と
山
中
氏
は
明
か
し
て
い
）
15
（

る

が
、
こ
の
違
い
を
き
ち
ん
と
説
明
し
な
い
限
り
、
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
替
地
に
伴
っ
て
尾
張
藩
領
か
ら
幕
領
に
移
動
し
た
竹
ヶ
鼻
村
な
ど

の
動
向
の
み
が
確
定
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
調
査
活
動
と
村
々
と
の
交
渉
に
手
間
取
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ

う
し
た
こ
と
が
後
年
八
幡
町
の
反
対
運
動
に
よ
り
遅
れ
た
と
の
見
方
を
定
着
さ
せ
た
と
推
定
す
る
。
そ
の
理
解
が
、
自
治
体
史
編
さ
ん
過
程

で
「
江
州
八
幡
志
」
の
中
に
紛
れ
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
保
十
一
年
当
時
の
八
幡
商
人
が
替
地
に
反
対
だ
と
い
う
生
の
声
を
示

す
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
実
見
で
き
て
い
な
い
し
、
山
中
氏
の
論
稿
で
も
そ
う
し
た
史
料
の
具
体
的
な
提
示
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

次
に
、
新
出
史
料
5
〜
7
で
は
、
八
幡
の
領
地
替
え
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
動
向
を
つ
か
み
、
八
幡
商
人
の
尾
張
藩
に
対
す
る
役
割
を
提
案

す
る
百
姓
が
在
地
に
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
津
島
の
有
力
百
姓
で
藩
の
地
方
御
用
達
役
で
あ
っ
た
渡
邉
又
蔵
は
、
藩
が
直
面
す
る
財

政
問
題
の
中
で
最
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
米
切
手
問
題
に
果
敢
に
切
り
込
み
、
八
幡
商
人
の
何
十
万
両
と
い
う
正
金
が
米
切
手
相
場
を
安

定
化
す
る
た
め
に
役
立
ち
、
領
内
の
有
力
商
人
の
正
金
決
済
、
ひ
い
て
は
藩
庫
へ
の
正
金
納
入
が
進
展
す
る
と
提
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
八
幡
商
人
の
迷
惑
と
な
る
で
あ
ろ
う
調
達
課
金
と
は
異
な
る
形
で
藩
財
政
を
立
て
直
す
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
献
策
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
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注
（
1
）  

『
滋
賀
県
八
幡
町
史
』（
八
幡
町
、
一
九
四
〇
年
）
参
照
。

（
2
）  
山
中
「
尾
張
藩
の
近
江
八
幡
支
配
」（
岸
野
俊
彦
編
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
尾
張
藩
領
有
下
の
近
江
八
幡
町
調
達
金

に
つ
い
て
」（
岸
野
編
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
二
、
清
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
尾
張
藩
領
下
近
江
八
幡
町
の
株
仲
間
に
つ
い
て
」（
岸
野
編
『
尾

張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
三
、
清
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
3
）  

前
掲
山
中
「
尾
張
藩
領
下
近
江
八
幡
町
の
株
仲
間
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
4
）  

渡
邉
家
文
書
は
現
在
津
島
市
に
寄
贈
さ
れ
て
い
て
、
一
部
は
目
録
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
期
目
の
調
査
で
大
量
に
文
書
が
発
見
さ
れ
、
現
在
は

愛
知
県
史
編
さ
ん
室
に
お
い
て
整
理
の
う
え
目
録
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）  

渡
邉
家
文
書
、
整
理
番
号18 ‒324 ‒8

。

（
6
）  

前
掲
山
中
「
尾
張
藩
の
近
江
八
幡
支
配
」
参
照
。

（
7
）  

近
江
八
幡
町
の
尾
張
藩
領
編
入
に
か
か
わ
っ
て
西
田
左
近
右
衛
門
と
渡
邉
新
兵
衛
と
の
関
係
を
示
す
史
料
は
、
渡
邉
家
文
書
中
に
ま
だ
存
在
す
る
。
同
文
書

30 ‒62

は
文
政
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
左
近
右
衛
門
が
新
兵
衛
に
対
し
て
近
江
八
幡
町
村
の
村
況
に
つ
い
て
伝
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
検
討
し
な
い
が
、
全
文
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

 

参
考
資
料　
　

渡
邉
新
兵
衛
家
文
書30 ‒62

　
　
　

江
州
蒲
生
郡

　
　
　
　
　

山
之
上
村

　
　
　
　
　

高
弐
千
百
石
余

　
　
　
　
　

家
数
弐
百
五
十
軒
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　

西
田
左
近
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
足
人　

平
田
与
市
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
党　
　
　
　

八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　
　
　

右
村
方
無
足
人
若
党
分
と
平
百
姓
と
三
段
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上
野
田
村　

六
百
石
余

　
　
　
　

鳥
居
平
村　

四
百
石
余

　
　
　
　

山
本
村　
　

弐
百
石
余

　
　
　
　
　

此
村
ニ
杉
原
養
軒
住

　
　
　
　
　

右
之
者
ハ

　
　
　

御
目
見
医
師

　
　
　
　

岡
屋
村　
　

七
百
石
余

　
　
　
　

西
川
村　
　

四
百
石
余

　
　
　
　

田
中
村　
　

三
百
石
余

　
　
　
　

〆
七
ヶ
村

　
　

尤
山
之
上
村
弐
千
百
石
余
之
内
玉
置
様
御
領
知

　
　

江
州
八
幡

　
　

朽
木
主
膳
様
御
領
分

　
　

五
千
石
御
旗
本

　
　
　
　

八
幡
町
数　

六
十
六
町

　
　
　
　

家
数

　
　
　
　
　
　

右
八
幡
ニ
六
軒
之
冨
家

　
　
　
　
　
　

灰
や　
　

甚
兵
衛

　
　
　
　
　
　

大
文
字
や
利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

徳　

蔵

　
　
　
　
　
　

扇
屋　
　

庄
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

同　
　
　

儀
兵
衛
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仙
台
や　

善
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

最
上
や

　
　
　
　
　
　

碇
屋

　
　
　
　
　
　

舟
橋
屋

　
　
　
　

右
之
外
冨
家
数
多

　
　

是
迄
円
満
院
宮
様
御
名
目
に
て
金
銀
か
し
付

　

一
木
挽
用
候

　
　
　

前
引
鋸
打
候
株

　
　
　

前
引
壱
挺
ニ
付
弐
朱
宛
出（

カ
）

　
　
　

一
日
ニ
四
挺
打
候
ニ
付
、
日
ニ
弐
分
宛
ノ
置（

カ
）

　
　
　

右
株
相
済
候
様
、
左
近
右
衛
門
願

　
　

右
左
近
右
衛
門
大
代
官
様（

カ
）御

支
配

　
　
　

酉（
文
政
八
）ノ九

月
十
日
私
宅
へ
来
り
、
相
願

（
8
）  

蓬
左
文
庫
所
蔵
史
料140 ‒4

、
徳
川
林
政
史
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
参
照
。

（
9
）  

前
掲
「
尾
張
藩
士
名
寄
」
で
見
る
と
、
文
政
四
年
か
ら
同
八
年
に
か
け
て
勘
定
奉
行
に
在
任
し
て
い
た
の
で
、
鳥
居
の
対
応
が
文
政
九
年
の
八
幡
町
の
幕
府

信
楽
代
官
所
支
配
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
10
）  

渡
邉
又
蔵
が
両
名
を
「
殿
」
付
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
は
代
官
手
代
級
の
も
の
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
前
掲
「
尾
張
藩
士
名
寄
」
で
見
る
と
、

後
に
傳
左
衛
門
を
名
乗
っ
た
小
嶋
太
六
郎
が
天
保
十
三
年
に
勘
定
奉
行
同
心
を
拝
命
し
、
や
が
て
一
代
限
り
の
御
目
見
え
以
上
の
格
式
を
得
た
と
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
文
政
期
の
傳
左
衛
門
は
そ
の
父
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
御
目
見
え
の
格
式
を
得
ず
手
代
で
引
退
し
た
場
合
は
「
藩
士
名
寄
」
に
掲
載
さ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
父
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
冨
田
は
文
政
八
年
に
勘
定
奉
行
所
の
同
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
藩
士
名
寄
」
か
ら
確
認
で

き
る
。
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（
11
）  

前
掲
「
藩
士
名
寄
」
参
照
。

（
12
）  

尾
張
藩
士
に
は
「
浅
倉
」
の
名
字
を
持
つ
者
は
お
ら
ず
「
朝
倉
」
が
幾
人
か
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
確
実
な
特
定
ま
で
に
は

至
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
朝
倉
庄
次
郎
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
「
藩
士
名
寄
」
参
照
。

（
13
）  
前
掲
「
藩
士
名
寄
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
箕
浦
與
右
衛
門
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
は
文
政
二
年
か
ら
勘
定
吟
味
役
頭
取
の
役
職
に
あ
り
、
文

政
七
年
に
は
大
代
官
格
と
し
て
近
江
国
尾
張
藩
領
の
支
配
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。

（
14
）  

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
前
掲
山
中
「
尾
張
藩
の
近
江
八
幡
支
配
」
参
照
。

（
15
）  

前
掲
山
中
「
尾
張
藩
の
近
江
八
幡
支
配
」
参
照
。
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